
5 2・2・15 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。
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き
の
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第
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に
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な
お
、
保
険
証
等
の
顔
写
真
が

な
い
も
の
１
点
の
み
で
は
、
手
続

き
が
完
了
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
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は
、
口
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の
質
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や
照
会
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に
よ
る
本
人
確
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を
さ

せ
て
い
た
だ
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場
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あ
り
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の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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　医療費が高額になった場合は、各医療保険から月額の
限度額を超えた分を「高額療養費」として支給していま
す。また、介護サービス費用が高額になった場合は、介
護保険から月額の限度額を超えた分を「高額介護サービ
ス費」として支給しています。
　自己負担額をさらに軽減するために、同じ世帯で１年
間（８月～翌年７月）の各月に支払った医療保険・介護保
険の自己負担額（高額療養費、高額介護サービス費の支
給対象分を除いた金額）の合計が年額の基準額（下表）を
超える場合に、超えた金額を「高額医療・高額介護合算
療養費等」として支給しています。

　今回の支給対象期間（平成３０年８月～令和元年７月）
に支給対象となる被保険者の方がいる世帯に、２月下旬
に申請書を送付します。
　支給時期は、４月以降となります。
 渇同じ世帯でも、国民健康保険・職場の医療保険・後
期高齢者医療保険では、それぞれ別に自己負担額を計算
します渇申請の受付窓口は、令和元年７月３１日時点で加
入していた医療保険となります
 保険年金課国民健康保険係（☎０４２－３８７－９８３３）、保
険年金課高齢者医療係（☎０４２－３８７－９８３４）、介護福祉
課介護保険係（☎０４２－３８７－９８２２）
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高額医療・高額介護合算制度
医療費・介護費の自己負担を軽減

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
日
ご
ろ
市

政
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
施
策

を
望
み
、
ど
の
よ
う
な
ご
意
見

を
持
っ
て
い
る
か
を
お
尋
ね
す

る
た
め
、
令
和
元
年
９
月
に
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
「
市
長
へ
の
手

紙
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
ど
、
そ
の
結
果
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
。
（
左
表
）

　

市
政
に
望
む
重
点
項
目
を
３

点
選
ん
で
い
た
だ
く
設
問
に
対

し
て
は
、　

人
の
方
か
ら
要
望

５７５

が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
中
で
最
も

多
い
の
は
「
財
政
・
財
務
」
、

第
２
位
は
「
ご
み
と
ま
ち
の
美

化
」
、
第
３
位
は
「
地
域
安

全
」
で
し
た
。

　

ご
意
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・
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、
市
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行
財
政
運
営
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貴
重
な
資
料

と
し
て
活
用
し
て
い
き
ま
す
。
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市政への要望項目順位

内　容項　目構成比
（％）順位

財政健全化、財源確保、コスト削減など財政・財務１０.３１
ごみの減量、ごみ処理施設などごみとまちの美化８.６２
危機管理体制、防災、防犯など地域安全７.５３
新庁舎、施設整備、諸計画整備、広域連携など計画的行政６.４４
活躍の場、生活支援、介護予防、介護保険など高齢者福祉６.１５
検診・健康診査、医療体制、国保など健康・医療５.５６
駅周辺のまちづくり、都市計画など市街地整備５.５６
子育ち・子育て支援、子育て環境など子ども家庭福祉５.２８
教育内容・方法、学習環境、学校施設など学校教育５.１９
市民サービス、公民連携、行政評価、市職員など行政経営４.３１０
道路、交通環境、交通機関、河川など道路・河川４.１１１
みどり・公園・水辺の保全、創出などみどりと水３.８１２
商業振興、魅力ある商店街、観光など商　業３.５１３
福祉施設、地域の福祉活動など地域福祉３.５１３
保護者負担軽減、幼稚園支援、地域ネットワークなど幼児教育３.０１５
地球温暖化対策、環境保全など環境保全２.５１６
住宅供給、住環境、上下水道など住宅・住環境２.２１７
芸術文化活動、文化財、文化施設、文化交流など文化・芸術１.８１８
就労支援の充実、雇用の拡大など雇　用１.６１９
市民協働、地域活動、地域情報などコミュニティネットワーク１.５２０
心のバリアフリー、生活支援、医療連携など障がい者福祉１.５２０
新産業育成、コミュニティビジネスなど創造的産業１.３２２
生涯学習施設、生涯学習活動など生涯学習１.３２２
情報公開、個人情報保護、市民参加、広報・広聴など市民参加・市民協働１.０２４
イベント・各種活動、体育施設などスポーツ・レクリエーション０.９２５
意識啓発、ワークライフバランスなど人権・平和・男女共同参画０.６２６
農業振興、市民農園、地場産業など農　業０.６２６
消費者啓発、労働環境など消費者生活・勤労者福祉０.４２８
工業振興、住環境との調和など工　業０.１２９

「市長への手紙「市長への手紙」」がまとまりましがまとまりましたた
皆さんの声を市政皆さんの声を市政にに

７０歳未満の方

医療保険（７０歳未満）
と介護保険の合算所得区分（※１）

２１２万円ア　９０１万円超

１４１万円イ　６００万円超～９０１万円以下

 ６７万円ウ　２１０万円超～６００万円以下

 ６０万円エ　２１０万円以下

 ３４万円オ　住民税非課税

※１　国民健康保険加入者に限る。職場の医療保険に加
入している場合は、加入している健康保険組合等にお問
い合わせください

７０歳以上の方
後期高齢者医
療保険（７５歳
以上）と介護
保険の合算

医療保険（７０
～７４歳）と介
護保険の合算

所得区分（※２）

２１２万円２１２万円課税所得６９０万円以上
現役並み
所得者 １４１万円１４１万円課税所得３８０万円以上６９０万円未満

６７万円６７万円課税所得１４５万円以上３８０万円未満

５６万円５６万円一般（課税所得１４５万円未満または基礎控除
後の所得２１０万円以下）

３１万円３１万円区分Ⅱ（住民税非課税）

１９万円１９万円区分Ⅰ（住民税非課税かつ世帯の所得が一定
基準以下）
※２　国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者に限る。職場の医療保険
に加入している場合は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください


